
 

◎淀川右岸水防事務組合水防条例 

 

制  定 昭３５． ４．２７ 条例１０ 

最近改正 平２４．１２．２１ 条例１０ 

 

第１条 この組合において洪水、津波又は高潮を防御する河川（海岸を含む、以下同じ。）及び堤防延長は次の

とおりとする。 

１ 淀 川 筋 

（単位 メートル） 

河川名 堤   防   区   域 堤防延長 

淀 川 右岸 水無瀬川合流点から大阪海口に至る間 ３３，３９８ 

水 無 瀬 川 右岸 府道樫原高槻線水無瀬橋から淀川合流点に至る間 ６８５ 

桧 尾 川 

右岸                        ２，７２０ 

   ＪＲ東海道線から淀川合流点に至る間 

左岸                        ２，７２０ 

５，４４０ 

芥 川 
右岸 女瀬川合流点から淀川合流点に至る間      １，５８５ 

左岸 阪急電鉄京都線から淀川合流点に至る間     ３，２９７ 
４，８８２ 

安 威 川 

右岸 五十鈴町水利組合天役樋から神崎川合流点  

に至る間                  １０，５５１ 

左岸 茨木市学園町、橋の内１丁目界から神崎川 

合流点に至る間               １１，６２４ 

２２，１７５ 

神 崎 川 

右岸                       １１，８３６ 

   一津屋樋門から大阪海口に至る間（ただし、 

組合区域内） 

左岸                       １６，６９３ 

２８，５２９ 

中 島 川 

右岸                           ５８４ 

   神崎川分岐点から大阪海口に至る間（ただし、 

組合区域内） 

左岸                        １，５３３ 

２，１１７ 

西 島 川 

右岸                        １，４４２ 

   出来島水門から西島水門に至る間 

左岸                        １，４２８ 

２，８７０ 

左 門 殿 川 左岸 神崎川分岐点から中島川合流点に至る間 ２，５７８ 

計 ９ 河 川 １０２，６７４ 

（昭４６条例３全改、昭５０条例３、平２４条例１０一部改正） 

  



２ 防 潮 筋 

（単位 メートル） 

河川名 堤   防   区   域 堤防延長 

大 野 川 

右岸                          ２３０       

   淀の水橋から西島川合流点に至る間 

左岸                          ２３０ 

４６０ 

中 島 町 防 潮 堤 神崎川から中島川を結ぶ区間 ９７７ 

西 島 町 防 潮 堤 淀川から神崎川を結ぶ区間 ８００ 

計 ３ 河 川 ２，２３７ 

合 計 １２ 河 川 １０４，９１１ 

（昭５０条例３、平１７条例４一部改正） 

 

第２条 この組合において、洪水、津波又は高潮防御区域は次のとおりとする。 

 

１ 淀 川 筋 

（単位 メートル） 

名  称 河川名 堤   防   区   域 堤防延長 

島 本 

水 防 区 

水 無 瀬 川 

（右岸） 

三島郡島本町広瀬２丁目府道樫原高槻線水無瀬橋から同

郡島本町江川１丁目淀川合流点に至る間 
６８５ 

淀 川 
三島郡島本町江川１丁目水無瀬川合流点から同郡島本町

大字高浜、高槻市界に至る間 
１，８２４ 

高 槻 

第 １ 水 防 区 淀 川 
高槻市淀の原町、島本町から同市上牧４丁目、道鵜町１

丁目界に至る間 
２，０３８ 

高 槻 

第 ２ 水 防 区 
淀 川 

高槻市道鵜町１丁目、上牧４丁目界から同市前島３丁

目、４丁目界に至る間 
２，８８１ 

高 槻 

第 ３ 水 防 区 

桧 尾 川 

（右岸） 

高槻市高垣町ＪＲ東海道線から同市須賀町市道上牧今戸

線演習橋に至る間 
２，７２０ 

淀 川 
高槻市須賀町市道上牧今戸線演習橋から同市深沢本町、

大塚町２丁目界に至る間 
１，３７１ 

高 槻 

第 ４ 水 防 区 
淀 川 

高槻市大塚町２丁目深沢本町界から同市番田２丁目、府

道枚方茨木線鷺打橋に至る間 
２，０６２ 

高 槻 

第 ５ 水 防 区 

芥 川 

（左岸） 

高槻市中川町阪急電鉄京都線から同市番田２丁目、府道

枚方茨木線鷺打橋（同橋を含む）に至る間 
３，２９７ 

高 槻 

第 ６ 水 防 区 

桧 尾 川 

（左岸） 

高槻市萩之壮２丁目ＪＲ東海道線から同市前島３丁目、

４丁目界に至る間 
２，７２０ 

  



名  称 河川名 堤   防   区   域 堤防延長 

芥 川 水 防 区 芥 川 

（右岸） 

高槻市芝生町２丁目女瀬川合流点から同市唐崎北３丁

目府道枚方茨木線鷺打橋（同橋を含む）に至る間 
１，５８５ 

三 箇 牧 

第 １ 水 防 区 
淀 川 

高槻市唐崎北３丁目府道枚方茨木線鷺打橋から同市三

島江４丁目、柱本１丁目界に至る間 
２，５４５ 

三 箇 牧 

第 ２ 水 防 区 
淀 川 

高槻市柱本１丁目、三島江４丁目界から同市柱本４丁

目府道茨木寝屋川線淀川新橋に至る間 
１，２６２ 

鳥 飼 

第 １ 水 防 区 
淀 川 

高槻市柱本４丁目府道茨木寝屋川線淀川新橋（同橋を

含む）から摂津市鳥飼中１丁目摂津市五久樋に至る間 
１，５０４ 

鳥 飼 

第 ２ 水 防 区 

安 威 川 

（左岸） 

茨木市東野々宮町神安土地改良区味舌樋から同市宮島

３丁目神安土地改良区北川伏越樋門に至る間 
３，３５９ 

鳥 飼 

第 ３ 水 防 区 
淀 川 

摂津市鳥飼中１丁目摂津市五久樋から同市和道２丁

目、一津屋１丁目界に至る間 
２，６００ 

味 生 水 防 区 

淀 川 
摂津市一津屋１丁目、和道２丁目界から同市一津屋２

丁目、一津屋樋門に至る間 
１，１７４ 

安 威 川 

（左岸） 

茨木市宮島３丁目神安土地改良区北川樋門（同樋門を

含む）から摂津市浜町、大阪市界に至る間 
２，６６５ 

神 崎 川 

（右岸） 

摂津市一津屋２丁目、一津屋樋門から大阪市東淀川区

北江口４丁目府道大阪高槻線江口橋に至る間 
７７０ 

玉 島 

第 １ 水 防 区 

安 威 川 

（左岸） 

茨木市学園町、橋の内１丁目界から同市東野々宮町神

安土地改良区味舌樋に至る間 
３，３００ 

安 威 川 

（右岸） 

茨木市寺田町、五十鈴町水利組合天役樋から同市玉島

２丁目、野々宮２丁目界に至る間 
２，５２５ 

玉 島 

第 ２ 水 防 区 

安 威 川 

（右岸） 

茨木市野々宮２丁目、玉島２丁目界から摂津市鶴野１

丁目大正川合流点に至る間 
３，８０９ 

安 威 川 

水 防 区 

安 威 川 

（右岸） 

摂津市鶴野１丁目大正川合流点から吹田市南高浜町神

崎川合流点に至る間 
４，２１７ 

神 崎 川 

（右岸） 

吹田市南高浜町安威川合流点から同市内本町３丁目府

道大阪高槻京都線吹田橋に至る間 
５０４ 

豊 能 水 防 区 
神 崎 川 

（右岸） 

大阪市淀川区東三国３丁目、吹田市界から豊中市二葉

町３丁目兵庫県尼崎市界に至る間 
４，９３１ 

東 淀 川 

第 １ 水 防 区 

淀 川 

摂津市一津屋２丁目、一津屋樋門（同樋門を含む）か

ら大阪市東淀川区大道南２丁目、１丁目界から下流６

６メートルの地点に至る間 

１，６６２ 

神 崎 川 

（左岸） 

摂津市一津屋２丁目、一津屋樋門から大阪市東淀川区

南江口１丁目、小松３丁目界に至る間 
７５０ 

東 淀 川 

第 ２ 水 防 区 
淀 川 

大阪市東淀川区大道南１丁目、２丁目界から下流６６

メートルの地点から同市東淀川区東淡路１丁目ＪＲ城

東貨物北線淀川橋梁に至る間 

２，７９３ 

  



名  称 河川名 堤   防   区   域 堤防延長 

東 淀 川 

第 ３ 水 防 区 
淀 川 

大阪市東淀川区東淡路１丁目ＪＲ城東貨物北線淀川橋

梁（同橋梁を含む）から同市東淀川区、淀川区界に至

る間 

２，３３３ 

東 淀 川 

第 ４ 水 防 区 

安 威 川 

（左岸） 

大阪市東淀川区井高野４丁目、摂津市界から同市東淀

川区相川１丁目、神崎川合流点に至る間 
２，３００ 

神 崎 川 

（右岸） 

大阪市東淀川区北江口４丁目府道大阪高槻線江口橋

（同橋を含む）から同市東淀川区相川１丁目、安威川

合流点に至る間 

１，８８０ 

東 淀 川 

第 ５ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市東淀川区小松３丁目、南江口１丁目界から同市

東淀川区下新庄４丁目ＪＲ城東貨物北線神崎川橋梁

（同橋梁を含む）に至る間 

３，５１０ 

淀 川 

第 １ 水 防 区 
淀 川 

大阪市淀川区、東淀川区界から同市淀川区十三東１丁

目阪急電鉄新淀川橋梁に至る間 
１，８５０ 

淀 川 

第 ２ 水 防 区 
淀 川 

大阪市淀川区十三東１丁目阪急電鉄新淀川橋梁（同橋

梁を含む）から同市淀川区塚本１丁目、西淀川区界に

至る間 

１，３６０ 

淀 川 

第 ３ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市東淀川区下新庄４丁目ＪＲ城東貨物北線神崎川

橋梁から同市淀川区西三国４丁目阪急宝塚線神崎川橋

梁（同橋梁を含む）に至る間 

４，１１８ 

淀 川 

第 ４ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市淀川区西三国４丁目阪急宝塚線神崎川橋梁から

同市淀川区三津屋北３丁目、加島２丁目界に至る間 
２，００８ 

淀 川 

第 ５ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市淀川区加島２丁目、三津屋北３丁目界から同市

淀川区加島３丁目、西淀川区界に至る間 
１，７６８ 

計  ２８ 水 防 区 ８２，６８０ 

（昭４０条例１６一部追加改正、昭４２条例２全改、昭５０条例３、昭５９条例３、平元条例２、平２４

条例１０一部改正） 

 

２ 西淀川筋（防潮筋を含む） 

（単位 メートル） 

名    称 河 川 名 防 御 区 域 堤防延長 

西 淀 川 

第 １ 水 防 区 
淀 川 

大阪市西淀川区柏里１丁目、淀川区界から同市西淀川

区花川２丁目一般国道２号淀川大橋に至る間 
８３３ 

西 淀 川 

第 ２ 水 防 区 
淀 川 

大阪市西淀川区姫里１丁目一般国道２号淀川大橋（同

橋を含む）から同市西淀川区姫里１丁目阪神本線淀川

橋梁に至る間 

４５３ 

西 淀 川 

第 ３ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区竹島５丁目、淀川区界から同市西淀川

区竹島４丁目、御幣島６丁目界に至る間 
８２４ 

  



名    称 河 川 名 防 御 区 域 堤防延長 

西 淀 川 

第 ４ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区御幣島６丁目、竹島４丁目界から同市

西淀川区御幣島２丁目一般国道２号神崎大橋に至る間 
１，０１０ 

西 淀 川 

第 ５ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区千舟２丁目一般国道２号神崎大橋（同

橋を含む）から同市西淀川区千舟３丁目阪神本線神崎

川橋梁に至る間 

５１３ 

西 淀 川 

第 ６ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区大和田３丁目阪神本線神崎川橋梁（同

橋梁を含む）から同市西淀川区出来島１丁目千北橋に

至る間 

７４８ 

西 淀 川 

第 ７ 水 防 区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区出来島１丁目千北橋（同橋を含む）か

ら同市西淀川区出来島３丁目西島川分岐点に至る間 
８７９ 

西 島 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区出来島３丁目神崎川分岐点から同市西

淀川区出来島３丁目西島橋に至る間 
４９２ 

西 淀 川 

第 ８ 水 防 区 

西 島 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区大野２丁目西島橋（同橋を含む）から

同市西淀川区百島２丁目大野川合流点に至る間 
９３６ 

大 野 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区百島２丁目市道淀の水橋から同市西淀

川区百島２丁目西島川合流点に至る間 
２３０ 

大 野 川 

（左岸） 
〃 〃 

西 淀 川 

第 ９ 水 防 区 
淀 川 

大阪市西淀川区姫島１丁目阪神本線淀川橋梁（同橋梁

を含む）から同市西淀川区姫島３丁目、福町１丁目界

に至る間 

１，１２３ 

西 淀 川 

第１０水防区 
淀 川 

大阪市西淀川区福町１丁目、姫島３丁目界から同市西

淀川区福町２丁目一般国道４３号旧伝法大橋に至る間 
４３７ 

西 淀 川 

第１１水防区 
淀 川 

大阪市西淀川区福町２丁目一般国道４３号旧伝法大橋

（同橋を含む）から同市西淀川区西島２丁目大阪市防

潮堤接合点に至る間 

１，２９３ 

西 淀 川 

第１２水防区 

神 崎 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区中島１丁目中島川分岐点から同市西淀

川区中島１丁目大阪市防潮堤接合点に至る間 
１，２３８ 

中 島 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区中島１丁目神崎川分岐点から下流へ２

３６メートル 
２３６ 

中 島 町 

防 潮 堤 

大阪市西淀川区中島１丁目神崎川堤防接合点から４０

０メートル 
４００ 

西 淀 川 

第１３水防区 

中 島 川 

（左岸） 

大阪市西淀川区中島１丁目神崎川分岐点から２３６メ

ートルの地点から同市西淀川区中島１丁目大阪市防潮

堤接合点に至る間 

１，２９７ 

中 島 町 

防 潮 堤 

大阪市西淀川区中島１丁目中島川堤防接合点から５７

７メートル 
５７７ 

 

  



名    称 河 川 名 防 御 区 域 堤防延長 

西 淀 川 

第１４水防区 

神 崎 川 

（左岸） 

大阪市西淀川西島１丁目出来島水門（同水門を含む）

から同市西淀川区西島１丁目大阪市防潮堤接合点に至

る間 

５６５ 

西 島 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区西島１丁目神崎川分岐点から同市西淀

川区西島１丁目淀川合流点に至る間 
１，４４２ 

西 島 町 

防 潮 堤 

大阪市西淀川区西島１丁目神崎川堤防接合点から同市

西淀川区西島１丁目淀川堤防接合点に至る間 
８００ 

西 淀 川 

第１５水防区 

神 崎 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区佃１丁目左門殿川分岐点から９４５メ

ートル 
９４５ 

左 門 殿 川 
大阪市西淀川区佃１丁目神崎川分岐点から５２５メー

トル 
５２５ 

西 淀 川 

第１６水防区 

神 崎 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区佃１丁目左門殿川分岐点から９４５メ

ートルの地点から同市西淀川区佃４丁目、５丁目界に

至る間 

９７７ 

左 門 殿 川 

大阪市西淀川区佃１丁目神崎川分岐点から５２５メー

トルの地点から同市西淀川区佃３丁目、４丁目界に至

る間 

６２３ 

西 淀 川 

第１７水防区 

神 崎 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区佃５丁目、４丁目界から同市西淀川区

佃６丁目中島川分岐点に至る間 
５９１ 

中 島 川 

（右岸） 

大阪市西淀川区佃６丁目神崎川分岐点から同市西淀川

区佃７丁目左門殿川合流点に至る間 
５８４ 

左 門 殿 川 
大阪市西淀川区佃４丁目、３丁目界から同市西淀川区

佃７丁目中島川合流点に至る間 
１，４３０ 

計  １７ 水 防 区 ２２，２３１ 

合 計  ４５ 水 防 区 １０４，９１１ 

（昭４０条例１６一部改正、昭４２条例２、昭４６条例３全改、昭５０条例３、昭５４条例６、昭５９条

例３、平２４条例１０一部改正） 

第３条 この組合において行う水防活動に必要な事項は、管理者の定める水防計画によらなければならない。 

（昭５０条例３全改） 

第４条～第７条 削 除 

（昭５０条例３削除） 

附  則 

この条例は、公布の日から施行し、事務組合設立の日に遡って適用する。 

附  則（昭４０．３．３１ 条例１６） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。 

附  則（昭４２．３．２９ 条例２） 

この条例は、昭和４２年４月１日から施行する。 

附  則（昭４６．３．２９ 条例３） 



この条例は、昭和４６年５月１日から施行する。 

附  則（昭５０．３．１８ 条例３） 

この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

別 表 削除（昭５０条例３削除） 

附  則（昭５４．６．２９ 条例６） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（昭５９．３．３０ 条例３） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（昭６１．３．２６ 条例２） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（平元．３．２９ 条例２） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附  則（平１７．３．２８ 条例４） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（平２４．１２．２１ 条例１０） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  


